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資料１ 

鳥取海区漁業調整委員会規程 

 

改正 昭和 32 年６月 28 日第 27 回委員会 

同  昭和 39 年 10 月７日第 106 回委員会 

同  昭和 45 年 11 月５日第 150 回委員会 

同  昭和 47 年 11 月 20 日第 161 回委員会 

同  平成 16 年９月 10 日第 291 回委員会 

同  平成 24 年３月 21 日第 335 回委員会 

 
 

（所事業項） 

第１条 鳥取海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、漁業法その他法令の定め
るところにより、鳥取海区の区域内に於ける漁業に関する事項を処理する。 

 

（委員会） 

第２条 委員会は委員 10 名をもって組織する。 

２ 委員会には会長及び会長職務代理者各１名を置く。 

３ 会長及び職務代理者は委員会の互選により決める。 

４ 委員会は特別の事項を調整審議するため必要があると認めるときは、小委員会を置く
ことができる。 

 

（会長の職務） 

第３条 会長は、会務を総理し委員会を代表する。 

２ 職務代理者は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときその職務を行う。 

３ 会長及び職務代理者の任期は４年とする。 

 

（会議） 

第４条 委員会は、会長がこれを招集する。会長に事故あるときは、会長職務代理者がこ
れを招集する。会長及び会長職務代理者共に事故あるときは委員の中で最年長者が招集
する。ただし、委員の改選後最初の委員会は知事がこれを招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の１以上が議案を示してその開催を請求したときは、会長は請
求のあった日から 10 日以内に委員会を招集しなければならない。 

３ 委員会を招集しようとするときは、会長はあらかじめ議事事項並びに委員会の日時及
び場所を開催の日から３日前までに通知しなければならない。 

 

第５条 委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ会議を開くことができな
い。 

２ 議事は法令で特別に定める場合を除くほか、出席委員の過半数で決める。可否同数の
ときは会長の決するところによる。 

３ 会長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの議案については、専決処分すること
ができる。ただし、専決処分をしたときは、次の委員会において報告し、その承認を得
なければならない。 

 

第６条 委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って決議するものとする。ただ
し、委員会において緊急の必要があると認められた事項についてはこの限りでない。 

 

第７条 委員会は議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。 

２ 委員から発言を求めたときは、その要求の順序によって会長がこれを許可する。 

 

第８条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事
にあづかることができない。ただし、委員会において承認したときは、この限りでない。 

 

 

第９条 会長は、委員会の議事録を作成し下の事項を記載する。 

 （１）委員会の日時及び場所 
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 （２）出席委員の氏名 

 （３）議事事項 

 （４）議決の結果 

 （５）その他重要な事項 

 

第 10 条 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員２名以上がこれに署名押印する。 

 

（事務局） 

第 11 条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。 

 

第 12 条 事務局は会長が統轄する。 

 

第 13 条 事務局は鳥取県庁農林水産部水産振興局水産課内に置く。ただし、必要に応じ境
港市に事務局支所又は出張所をおくことができる。 

 

第 14 条 事務局に書記を置き会長がこれを任命する。 

 

第 15 条 職員の職は、局長、次長、係長、主任及び主事とする。 

２ 前項の職員は書記の中から会長がこれを選任する。 

 

第 16 条 事務局長は、会長の命を受け職員を指揮し事務局に関する事務を総理する。 

２ 次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故あるとき又は欠けたるとき、その職務を代
行する。 

３ 係長及び主任は、上司の指揮を受け事務を処理する。 

４ 主事は、上司の指揮を受け事務に従事する。 

 

第 17 条 事務局長は、会長又はその代理者に事故あるときは、事務につき代決することが
できる。ただし、重要な事項については、後閲を受けなければならない。 

 

（現用公文書の管理） 

第 18 条 委員会の現用公文書の作成、整理、保存その他の管理に関しては、知事の 事務
部局の現用公文書の管理に関する定めの例による。ただし、会長の決裁を受 ける起案文
書は、電子決裁等システムによらず、紙文書によるものとする。 

 

（給与及び服務） 

第 19 条 職員に対する給与並びに服務については、鳥取県条例並びに規則その他の定め
るところによる。 

 

第 20 条 委員会の公布する規則及び告示は鳥取県公布式条例を準用する。 

 

第 21 条 委員会及び会長並びに事務局長の公印は次のとおりとする。 

    （略） 
 

第 22 条 この規程の改正は、委員会の議決によって行う。 

 

第 23 条 前各号に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度
定める。 

 

 

    附 則 

   この規程は、昭和 29 年９月７日から施行する。 
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資料２－１ 

海区漁業調整委員会について 

 

１ 目 的 

   漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構であり、海面の総合的な利用を図り、もつて漁
業生産力を発展させることを目的としている。 

   漁業法第 136 条、地方自治法第 180 条の５に基づき設置されている行政委員会。 

 

２ 主な活動内容 

（１）行政庁の諮問機関として調整、答申等を行う。 

     ････ 漁業権の免許について 

        漁業法等に基づく資源管理方針の制定、変更について 

        県漁業調整規則の制定、改廃について 

 

（２）漁業に関する制限、禁止等について「委員会指示」を行う。 

 

（３）漁業許可等の取扱いについての方針等を決定する。 

 

（４）その他漁業調整に関する協議を行う。 

 

３ 年間スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後協議を要する主な事項・課題 

（１）資源管理方針の策定 

  ・科学的知見を踏まえ、漁獲可能量等による管理を行い、資源回復の目標を定める。 

  ・令和 5 年度までにブリ、カレイ類、サワラ、マダイ、ヒラメ等で TAC 管理の導入・検討 

（２）漁業権の切替えについて 

  ・共同漁業権、区画漁業権、定置網漁業権の現行免許期間は、令和 5 年 8 月 31 日まで 

  ・令和 4 年度から協議を行う。 

 

   

（参考）第２２期鳥取海区漁業調整委員会委員について 

    任期：令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで（４年間） 

    委員定数：１０名（漁業者・漁業従事者委員６名、学識経験委員３名、中立委員１名） 

    報酬日額：鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例   第２条により規定 

              会長 １７，１００円 委員１５，１００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 ・沿岸クロマグロの漁獲可能量の変更（諮問） 
・マサバの資源管理方針の策定（諮問） 
・新規の漁業許可の公示（諮問） 

9 月 ・沿岸クロマグロの漁獲可能量の変更（諮問） 
・新規の漁業許可の公示（諮問） 

11 月 ・令和 4年度県外いかつり漁業の取扱方針の策定（協議） 
・新規の漁業許可の公示（諮問） 

3 月 ・阿弥陀川以東すくい網漁業に関する委員会指示（協議） 
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資料２－２ 

海面漁業権について 

 

 

１ 漁業権の法的性質（漁業法第 60 条、69 条、77 条） 

（１） 漁業権とは、知事の免許（権利の付与）により、一定の水面において、排他独占的に特定の漁業

を営む権利。 

（２）漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用することから、漁業権者は、妨害排除請求権

と妨害予防請求権を有する。 

   妨害排除請求権：漁業権を侵害された場合に侵害をやめるよう請求する権利 

   妨害予防請求権：漁業権を侵害された場合に今後侵害しないような措置を講じるよう請求する権

利 

 

２ 海面漁業権の種類 

（１）共同漁業権（存続期間：５年又は１０年） 

  一定の水面を地元漁民が共同に利用して漁業を営む権利。 

・第一種共同漁業権：藻類・貝類等の定着性の水産動植物を目的とする漁業権 

・第三種共同漁業権：特定海面において営む地びき網漁業等を行う漁業権 

（２）区画漁業権（存続期間：５年又は１０年） 

  一定の区域において養殖業を営む権利。 

  ・わかめ養殖、のり養殖、かき養殖、魚類小割り式養殖など 

（３）定位置漁業権（存続期間：５年） 

  設置水深が２７ｍ以深の定置網漁業を営む権利 

 

３ 鳥取県における免許内容（平成 25 年９月１日から令和 5年８月 31 日まで)  
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４ 漁業権免許手続きのしくみ 

（１）漁場計画樹立までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①要望聞き取り
県→漁業協同組合等

②漁場計画素案（報告）
県→海区漁業調整委員会

③漁業権の関係機関意見照会
県→関係行政庁、市町村等

④漁場計画案（諮問）
県→海区漁業調整委員会

⑤公聴会の開催告示、
漁場計画（案）の縦覧

海区漁業調整委員会

⑥公聴会の開催
海区漁業調整委員会→利害関係者

⑦漁場計画案（答申）
海区漁業調整委員会→県

⑧漁場計画の決定
県公報告示

県

⑨漁業権免許申請
漁業権行使規則の認可申請

県→漁業協同組合等

⑩申請者の適格性・優先順位の
審査（諮問・答申）

県⇔海区漁業調整委員会

⑪免許・登録
県→申請者

⑫免許結果の県公報告示
県→申請者

１〜２ヶ⽉程度 １ヶ⽉程度

２週間程度

１ヶ⽉程度
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資料２－３ 

委員会指示について（漁業法第 120 条） 
 
 

１ 目的 

・委員会が、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場紛争の防止又は

解決を図るなど「漁業調整」のために関係者に対し必要な指示をすること。 

         

２ 指示の発動方法等 

・委員会の協議のみで指示をすることができ、都道府県漁業調整規則、免許、許可の制限条件等によっ

て固定的に調整することが不適当な事項について、随時に局地的に漁業調整を図るために発動される。 

・採捕の制限禁止はもちろん、積極的に「……すべし」という義務も課しうる。 

・知事は委員会に対し、その指示について必要な指示をし、また、妥当でないと認めるときはその全部

又は一部を取り消すことができる。         

 

３ 罰則等 

・委員会指示違反に対して罰則はない。以下の手続きを経て罰則が課せられる 

 

４ 委員会指示内容 

 （１）すくい網漁業の操業に関する指示 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①指示違反者がいるときは、委員会が知事に対して、その者に指示に従えという命令（「裏付け

命令」と呼ばれる。）を出すように申請。（漁業法１２０条第８項） 

 ②知事がそれを受けて裏付け命令を発出。（法１２０条第１１項） 

③裏付け命令を出したのに、指示に従わない場合、その者は知事の裏付け命令違反として罰則が

課せられる（法１９１条） 
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（２）ひきなわ釣漁業の委員会指示について 

  ６月１日から８月３１日までの間、鳥取市浜坂から北栄町間の距岸 1,500 メートル以内の海域での

ひきなわ釣漁業の禁止。ヒラメ等の小型魚の資源保護を目的に、昭和６３年度に小型機船底びき網（え

びけた網）漁業許可の制限又は条件の改正とあわせて、ひきなわ釣漁業の操業を制限する委員会指示を

開始。 

ひきなわ釣漁業とは 

  漁船の後方から、餌あるいは疑似餌（ルアー）を投縄し、これを曳航することにより

水産物を獲る漁法（トローリングに同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会指示による禁止操業区域 

（距岸 1,500m） 

北栄町 琴浦町 
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資料２－４ 

資源管理方針等変更の通知
（国）→（県）

資源管理方針等変更の諮問
（海区漁業調整委員会）

資源管理方針等変更の申請
（県）→（国）

農林水産大臣の承認 資源管理方針等の公開

漁業法第14条第7項
第15条第4項

漁業法第14条第4項
第16条第2項

漁業法第14条第5項
第16条第2項

漁業法第14条第5項
第16条第2項

漁業法第14条第6項
第16条第4項

資源管理方針について 

 

１ 資源管理方針とは 

〇資源管理指針とは、国や各都道府県が、今後の資源管理のあり方の基本方針として、それぞれに

管理する漁業に関連する水産資源に関する管理方針及びこれを踏まえた魚種又は漁業種類ごとの

具体的管理方策（休漁や漁獲量制限、網目の拡大等）を策定したもの。 

〇資源評価が行われ、国の方針に定められた魚種で、当県で漁獲があるものについて管理方策を定め

る。 

〇資源管理方針の変更（魚種の追加）、漁獲可能量の変更を行う場合は海区漁業調整委員会に意見を

聴くことが漁業法に定められている。 

 

２ 資源管理対象魚種（TAC 魚種） 

鳥取県 国 

クロマグロ（小型魚及び大型魚）、マアジ、 

スルメイカ 

クロマグロ（小型魚及び大型魚）、ミナミマグロ、サ

ンマ、マアジ、マイワシ、スケトウダラ、スルメイカ 

※国の基本方針に定める TAC 魚種は 20 魚種程度に増える予定。 

 

３ 漁獲可能量 

特定水産資源 知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

クロマグロ（小型魚） 鳥取県沿岸クロマグロ漁業（承認制漁業） 0.75 トン 

鳥取県定置網漁業 0.75 トン 

鳥取県その他漁業 0.1 トン 

県留保枠 0.1 トン 

クロマグロ（大型魚） 鳥取県定置網漁業 5.3 トン 

鳥取県その他漁業 0.1 トン 

県留保枠 0.6 トン 

マアジ 鳥取県まあじ漁業 現行水準 

スルメイカ 鳥取県するめいか漁業 現行水準 

 

４ 資源管理方針変更等の手続き 
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資料３ 

鳥取・島根連合海区漁業調整委員会委員の選任について 

 

 

 鳥取・島根連合海区漁業調整委員会は両県の入会海域（中海、境水道、美保湾及び周辺海域）にお

ける漁業調整を図ることを目的として漁業法第１０５条第１項の規定に基づき、昭和３８年に設置さ

れたものである。 

 その後、両県の意見対立等により長らく開催されていなかったが、中海における県境決定に際し締

結された「中海、境水道及び美保湾における漁業に関する協定書 H2.10.4）」に基づき、当該海域での

漁業調整を図る必要性が生じたことから、平成３年から協議が再開されたものの、平成７年９月（第

１０回、会長海区：鳥取）開催されたのを最後に休会状況にある。 

 現在は、新たに締結された「中海及び境水道における漁業に関する協定書 H18.1.31）」に基づき、

「中海及び境水道における漁業に関する鳥取・島根両県協議会（H21.3.11 設置）」のなかで、許可条

件の統一等の協議がなされ、その結果に基づき両県でそれぞれが決定している。 

 今後、入会海域で新たな漁業問題が発生した場合に備え、委員を選任しようとするものである。 

 

 

鳥取・島根連合海区漁業調整委員会委員 

（旧）委員 （新）委員（案） 

鳥取海区漁業調整委員会会長 渡部 俊明 鳥取海区漁業調整委員会 佐々木 正 

 景山 一夫  灘本 雄一 

 高見 信悟  寺田 幸実 

 武良 賢治  朝日田 卓郎 

 寺田 幸実  板倉 高司 
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鳥取・島根連合海区漁業調整委員会規程 

 

（趣旨） 
第１条 鳥取・島根連合海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）の構成その他運営に関して

は、漁業法その他法令の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（目的及び所掌海域） 

第２条 委員会は、中海、境水道、美保湾及び周辺海域における漁業調整上必要な事項について調査

審議し、指示、答申及び意見具申する。 

 

（委員会） 

第３条 委員会は、委員１０名をもって組織する。 

 ２ 委員会は鳥取海区漁業調整委員会、島根海区漁業調整委員会（以下「両海区委員会」とい

う。）の委員の中から同数の委員をもって充てる。 

 ３ 専門の事項を調査審議させるために必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができ

る。 

 

（会長及び会長職務代理者） 

第４条 会長及び会長職務代理者（以下「会長等」という。）は、委員の互選によって選出する。 

 ２ 会長等の任期は、１年とする。但し、１年を経過した日から次の会長等が選出されるまでの間

は、これを延長する。 

 ３ 会長等は、両海区委員会から交代に選出する。 

 ４ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

 ５ 会長に事故あるときは、会長職務代理者がその職務を代行する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、会長が招集する。会長に事故あるときは、会長が所属する県の知事が招集

する。 

 ２ 委員の三分の一以上から書面で会議の目的たる事項を示して委員会の会議を招集すべき旨の要

求があったときは、会長は委員会を招集しなければならない。 

 ３ 委員会の会議を招集しようとするときは、会長は、あらかじめ議事事項並びに委員会の日時及

び場所を各委員に通知しなければならない。 

 ４ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

 

第６条 委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ会議を開くことが出来ない。 

２ 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。 

 

第７条 委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。但し、委員会に

おいて緊急の必要があると認めた事項については、この限りでない。 

 

第８条 会長は、会議の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

 一 会議開催の日時及び場所 

 二 出席委員の氏名 

 三 付議議題 

 四 議事の顛末 

 五 その他重要な事項 

 

第９条 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員２人以上がこれに署名するものとする。 

 

（事務局） 

第 10 条 委員会の事務局は、会長の所属する海区漁業調整委員会事務局に置く。 

 ２ 事務局は、委員会の庶務を行う。 
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（経費） 

第 11 条 委員会の経費のうち報酬及び費用弁償は、当該委員の属する海区漁業調整委員会において負

担し、その他の経費については、両海区委員会において半額ずつ負担する。 

 

（規程の改正） 

第 12 条 この規程の改正は、委員会の議決によって行う。 

 

（雑則） 

第 13 条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。 

 

    附 則 

   この規程は、昭和 38 年２月６日から施行する。 

  改正後の規程は、平成３年３月 27 日から施行する。 

  改正後の規程は、平成７年９月 11 日から施行する。 
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資料４ 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会の互選委員について 

 

１ 委員会の設置（法第152条） 

 我が国周辺水域の水産資源の管理を的確に行うために、都道府県の区域を超えて広域

的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理漁業と複数の知事管理漁業

にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行うことを目的に、国の常設機関として設

置されている。 

 また、資源の分布、利用等に応じ、関係委員により構成される部会を設けている。 

  〇太平洋広域漁業調整委員会（太平洋北部会、太平洋南部会） 

  〇瀬戸内海広域漁業調整委員会 

  〇日本海・九州西広域漁業調整委員会（日本海北部会、日本海西部会、九州西部会） 

 

２ 委員会の機能 

 広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項について協議調整を行

う。 

  ①複数都道府県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての検討 

  ②資源回復計画の作成に係る審議 

  ③資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動（法第121条） 

   ④①に関連する漁業調整 

 

３ 委員の構成（法第153条） 

 各委員会は、都道府県ごとに互選する沿岸漁業の代表者を主とする海区代表者と国が

選任する沖合漁業の代表者を主とする関係漁業の代表者並びに学識経験者で構成する。

（日本海・九州西委員会の委員数２９名） 

 

 鳥取海区互選委員：板倉委員（任期４年：H29.10.1～R3.9.30） 

 事 務 局：水産庁 

 協議内容：資源管理に係る協議 

     （国が作成した資源回復計画対象魚種：ｱｶｶﾞﾚｲ、ｽﾞﾜｲｶﾞﾆ、ﾍﾞﾆｽﾞﾜｲｶﾞﾆ等 

      フロンティア漁場整備事業（国直轄事業、排他的経済水域が対象） 

     クロマグロに関する委員会指示 

 

【改選後の取扱】（水産庁指導） 

①現在の互選委員が海区委員に再任された場合 

→引き続き海区互選委員として任期を継続する。 

本年９月末日までに互選する必要がある。 
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資料５ 

全国海区漁業調整委員会連合会について 

１ 目的 

海区漁業調整委員会の相互連絡を密にし、その全国結集により重要な問題の解決を図り、地方行政

の一翼を担う執行機関として適正円滑な運営を期し、もって全国水産業の発展に寄与し、その使命を

達成することを目的とするために、昭和４０年７月２６日発足。任意団体。 

次期会長 東日本ブロックから選出された全国海区漁業調整委員会連合会理事 

 

２ 運営等 

○ 会費（会員が属する都道府県単位）＋国の補助金等 

○ 会費 年額１６万円（北海道 年額４０万円） 

○ 会員 海区調整委員会の会長（会長職でなくなった場合は、後任会長が残任期間を承継） 

○ 役員等 理事：鳥取海区調整委員会会長 

      （任期：R3.5 総会開催日～R7.5 総会開催日） 

 

３ 令和２年度の活動 

○ 総会・理事会（５月 書面決議） 

・ 事業計画等の決定 

・ 国等への要望事項の採択 

・ 永年勤続海区漁業調整委員及び事務局職員表彰 等 

○ 事務局長会議（７月 書面決議） 

・ 事業計画の検討 

・ 事務局職員研修会のテーマ、運営についての検討 

・ 全漁調連諸会議の実施状況と開催計画 等 

○ 中央要望活動等（８月 ） 

・ 関係省庁への要望活動 

○ 事務局職員研修会兼漁業調整担当者会議（なし） 

〈過去の研修内容〉 

・ 海区漁業調整委員会制度 

・ 委員会指示事例の報告 

・ 漁業権切替え 等 

○ ブロック会議（２月 書面決議） 

・ 令和３年度要望の検討 等 

○ 関係機関等との協議 

・ 我が国漁業振興に係る漁業調整上の問題、漁業法等の改正に伴う新たな制度の運用等につい

て、会員相互間の連携を図りながら水産庁と協議・検討（一連の要望活動） 

・ 環境保全対策（全国漁場環境保全対策協議会会員として、漁場環境保全活動）。 

○ 会報などの発行（配布先：各海区漁業調整委員会ほか関係機関） 

・会報、「海区漁業調整委員会指示集」、「海区漁業調整委員会委員・事務局職員名簿」 
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